
 

地域相談支援と自立生活援助では、令和 6 年度の

障害福祉サービス等報酬改定や、改正障害者総合支

援法の施行により、①対象者の明確化（地域定着支

援と自立生活援助）や②基本報酬の見直し、③集中

的な支援の評価（自立生活援助）、④サービス提供

体制の推進（自立生活援助）等が定められました。

（下図／令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定

における主な改定内容（令和６年２月６日）） 

 ①～④等を踏まえて 2 月 25 日に、札幌市の『地

域相談支援給付費の申請及び支給について』（以下、

「『地域相談支援マニュアル』）が改訂されました。

また新たに、『自立生活援助の支給について』（以下、

『自立生活援助マニュアル』）も作成されました。

両マニュアルでは、『計画相談支援等マニュアル』

同様、報酬の算定要件等についてまとめた≪別冊≫

も改訂や作成がされています 

両マニュアルは、札幌市の HP、

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsus

hien/sodanshien.html からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞいただけます。 

内容を、少しご紹介させていただきます。 

◎『地域相談支援マニュアル』と≪別冊≫ 

 基準省令等を基に、意思決定支援の配慮や、地域

移行支援計画の作成に当たり開催する計画作成会

議に原則として利用者が同席する旨等について追

記されています。また、基本報酬単位数の変更や、

基本報酬に関わる３つの減算の新設等がされてい

ます。 

◎『自立生活援助マニュアル』と≪別冊≫ 

 地域相談支援のうち、地域定着支援の指定を受け

る事業所が、自立生活援助の指定もあわせて受ける

ことが多いことを想定して作成されました。ただ、

自立生活援助の指定を受ける事業所はまだ決して

多くないことから、新規事業所指定を受ける場合に

も参考となるよう、事業所の人員や設備、取扱方針

等が『地域相談支援マニュアル』等よりも詳細に記

載されています。 

人員については、一般相談支援事業所の相談支援

専門員を自立生活援助のサービス管理責任者とみ

なすことができる特例等が説明されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワンオール プレス 

ｏｎｅａｌｌ ｐｒｅｓｓ     第 31号 

さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール 広報誌 
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